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再犯防止に係る狛江市の現状と課題（案）について

１ 統計からみる現状

（１）検挙人数・再犯者数・率

ア 検挙人数・再犯者数・率（調布警察署）

（ア）検挙人数は、平成 29年から減少傾向

（イ）再犯者数も、平成 29年から減少傾向

（ウ）再犯者率は、平成 29年から増加傾向

【出典】警察署別 犯罪統計データより

※検挙人員は、少年を除く（以下同じ）。

※「再犯者」とは、刑法犯、特別法犯（道路交通法違反を除く。）の別を問わず、前科又は

前歴を有するものをいう。

資料２-１差替資料

平成29年 平成30年 令和1年 令和2年 令和3年

検挙人員 414 468 395 322 280 

再犯者 186 212 179 153 147 

再犯者率 44.9 45.3 45.3 47.5 52.5 
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イ 国・東京都・調布警察署の再犯者率

令和２年までは、国・東京都に比べ、再犯者率は低かったが、令和３年は国・東京都に

比べ、高くなった。

ウ 罪種別再犯者率（調布警察署）

（ア）窃盗犯の再犯者率が 50％前後で推移している。

（イ）知能犯・薬物事犯の再犯者率は増加傾向

【出典】警察署別 犯罪統計データより
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エ 犯行時の年齢別検挙率（調布警察署）

（ア）窃盗犯は、高齢者（65歳以上）が平成 30 年以降、30％を超えている。

（イ）知能犯は、若者（20～39 歳）が令和元年以降、70％を超えている。

（ウ）薬物事犯は、20 歳代で急増している。特に大麻取締法違反が増加している。

【出典】警察署別 犯罪統計データより
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（２）認知件数の推移

認知件数（警察において発生を認知した事件の数）は減少傾向にあり、令和４年は 309

件、平成 29 年比で 37.1％減少しています。もっとも、令和４年は令和３年より件数が増加

しており、罪種別では窃盗、詐欺が増加しています。

罪種別では窃盗、詐欺の順に、窃盗の手口別では自転車盗、万引きの順に多くなっており

ます。

令和４年在種別認知件数の詳細

資料：警視庁「区市町村の町丁別罪種別及び手口別認知件数」
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（３）東京都児童相談所における警察取り扱いの非行事案について

非行事案の件数としては、年間４件から 10件までの件数で推移しています。

年齢別では、刑事責任年齢（満 14歳）未満の非行事案が多くなっています。

通告では書類通告の件数が多くなっています。

通告理由としては、粗暴・盗みは常に非行事案としてあり、多摩児童相談所に移管後は、

その他の事案が増加しています。その他としては、深夜徘徊、無免許運転、喫煙、不法

侵入のほか、複数の非行内容が重複した案件もあります。

※令和２（2020）年度までは世田谷児童相談所、令和３（2021）年度からは多摩児童

相談所の実績
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※令和２（2020）年度までは世田谷児童相談所、令和３（2021）年度からは多摩児童

相談所の実績

※令和２（2020）年度までは世田谷児童相談所、令和３（2021）年度からは多摩児童

相談所の実績

※書類通告：警察は、要保護児童を発見した場合、児童福祉法第 25 条の規定に基づ

き、児童相談所長宛て「児童通告書」により児童相談所にする通告をいう。

※身柄通告：書類通告のうち、児童の身柄を伴って行われる児童通告をいう。
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※令和２（2020）年度までは世田谷児童相談所、令和３（2021）年度からは多摩児童

相談所の実績
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２ 市民意識調査結果から見る現状

（１）再犯防止に協力する民間協力者の周知度

保護司を「知っている」と回答された方は、半数を超えていますが、協力雇用主を「知

っていると回答された方は、12.4％にとどまっています。また、いずれも知らないと回答

された方も 30％を超えています。

【参考】再犯防止対策に関する世論調査結果（平成 30年９月 内閣府）
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（２）地域の安心安全度

お住まいの地域は、治安が良く、安心で安全に暮らせる地域であると「思う」と回答され

た方及び「どちらかといえば思う」と回答された方を合わせると、90％を超えています。

（３）犯罪をした人の立ち直りへの協力

ア 犯罪をした人の立ち直りに協力したいと「どちらかといえば思わない」と回答された

方及び「思わない」と回答された方を合わせると半数近くになります。特に 30 歳代で

は 60％近くの方が「どちらかといえば思わない」又は「思わない」と回答されており

ます。

【参考】再犯防止対策に関する世論調査結果（平成 30年９月 内閣府）
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【参考】再犯防止対策に関する世論調査結果（平成 30年９月 内閣府）

イ 「思わない」理由

「どちらかといえば思わない」、「思わない」理由を伺ったところ、「自分や家族の身に

何か起きないか不安だから」と回答された方が 51.5％、「犯罪をした人と、どのように接

すればよいかわからないから」と回答された方が 47.2％、「犯罪をした人と、かかわりを

持ちたくないから」と回答された方が 42.2％となっております。特に 30 歳代、40 歳代の

方の 60％を超える方が「自分や家族の身に何か起きないか不安だから」と回答されてい

ます。
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【参考】再犯防止対策に関する世論調査結果（平成 30年９月 内閣府）

ウ 「思う」理由

「思う」、「どちらかといえば思う」理由を伺ったところ、「高齢や障がいなど、犯罪をし

た背景があるかもしれないから」と回答された方が 50.4％、「地域の安全のため」と回答さ

れた方が 45.2％となっております。

エ 協力の内容

「思う」と回答された方及び「どちらかといえば思う」と回答された方に協力の内容を伺

ったところ、「わからない」が 39.9％、「再犯防止に関するボランティア活動に協力する」

と回答された方が 37.3％となっており、協力したいが、何を協力したら良いのかかわらな

い方が多くいらっしゃいます。
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（４）「社会を明るくする運動」及び「再犯防止啓発月間」の周知度

「社会を明るくする運動」及び「再犯防止啓発月間」を聞いたことがあるか伺ったとこ

ろ、50％以上の方が「両方とも聞いたことがない」と回答しています。いずれか、又はい

ずれの「知っている」と回答された方にどのように知ったか伺ったところ、「パンフレッ

トやポスターで知った」が 57.4％となっており、周知に当たっては、他の媒体を活用し

た周知を行うなど工夫が必要です。

【参考】再犯防止対策に関する世論調査結果（平成 30年９月 内閣府）
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【参考】再犯防止対策に関する世論調査結果（平成 30年９月 内閣府）
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（５）再犯防止をするために必要なこと

再犯防止をするために必要なこととして、「仕事と住居を確保して生活基盤を築かせる」

と回答された方が 57.8％、「気軽に相談できる相談先を設け孤立させない」と回答された方

が 47.6％、刑事司法関係機関（刑務所、少年院、保護観察所等）による一人ひとりの問題に

応じた、きめ細やかな指導や支援を充実する」と回答された方が 44.3％をなっております。

再犯防止対策に関する世論調査結果（平成 30 年９月 内閣府）より、「仕事と住居を確保

して生活基盤を築かせる」と回答された方の割合が高くなっております。

【参考】再犯防止対策に関する世論調査結果（平成 30年９月 内閣府）

（６）再犯防止のために市がすべきこと

再犯防止のために市がすべきこととして、「犯罪をした人に対する支援ネットワーク（病

院、学校、福祉施設などの機関や民間団体で構成）を作り社会的孤立を防ぐ」を回答された

方が 50.0％、「犯罪をした人を地方公共団体の機関や協力雇用主等で雇用する」と回答され

た方が 35.4％、「犯罪をした人の住居確保に向けた支援を行う」と回答された方が 33.5％と
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なっております。

３ 再犯防止関連団体調査結果から見る現状

（１）出所（院）者が仕事に就くために市に支援して欲しいこと

（２）出所（院）者が住む場所を確保するために市に支援して欲しいこと

支援内容 どのような いつ

情報提供

雇用主、社会資源

出所（院）の際

出所（院）当日や２～３日で案内可能な

仕事

ハローワークと連携し、寮付きの会社

や、日払いであってもすぐに紹介可能な

仕事

就労支援

社会福祉協議会や市内事業者等と連携

して

出所（院）から就労

が定着するまで

就労支援の窓口に繋がるような伴走型

の

高齢や障害によるハンディキャップを

明確にした、無理のない

物品・金銭等の貸

付け

就職活動に必要な（スーツ、携帯電話

等）
出所（院）から就労

が定着するまで
就労に必要なスキルを身に付けるために

必要な（パソコン等）

資格（運転免許等）の取得に必要な

窓口の設置 ワンストップ 支援を申し出た際

支援内容 どのような いつ

啓発活動

（地域住民向け）

民間更生保護施設等の理解を促進するよう

な

住居確保支援
・住民票の有無にかかわらず、生活保護

申請の相談や家賃補助など、総合的な
出所（院）の際



- 16 -

（３）高齢者の再犯防止のために市に支援して欲しいこと

住居確保相談 ・相談窓口での賃貸住宅への入居の

・生活面や金銭管理の指導等を継続的に

実施するような息の長い

出所（院）の際

生活支援
出所（院）から住居確

保後まで

資金の貸付・補助

生活保護制度と連携した住居確保資金 出所（院）の際

賃貸住宅の家賃
出所（院）から仕事

に就くまで

財政的支援

（民間更生保護施設等）

住宅の貸付

市営住宅などの空き住宅

出所（院）の際
アパート仕様の物件、施設

個室（集団生活になじめない出所（院）者

向け）

制度の構築

出所（院）者に保証人を設定することが

困難なケースの対応できるようなセー

フティネット

出所（院）の際

対象者に応じた寄り添い型の各種支援

（福祉、医療、生活全般や金銭管理に関

する助言、修学・就労支援等）を提供で

きるような

不動産仲介事業者、家主出所（院）者に

安心して賃貸物件を貸すことのできる

ような

窓口の設置 ワンストップの 支援を申し出た際

多機関協働の仕組

みづくり

矯正施設入所前居住地自治体及び矯正

施設出所後居住予定地自治体とのケー

スに応じた柔軟な居住確保について

一時宿泊施設や居住支援法人

支援内容 どのような いつ

情報提供 独居の出所（院）者地域で支える場の

職員研修 触法高齢者に対応できる

支援
社会的に孤立を解消するような

出所（院）の際
アウトリーチによる

住居・居場所の確保

（住所不定・福祉的

住居 出所（院）の際から住

居の確保まで
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（４）依存症等の方の再犯防止のために市に支援して欲しいこと

支援が必要な・独居

の出所（院）者・）

緊急ショートステイなどによる施設入

所、簡易宿泊所以外の居場所

出所（院）の際から福

祉サービス利用開始

まで

地域で支える場 出所（院）～

福祉サービス等利

用支援

生活保護、介護認定、成年後見等の手続
出所（院）の際

窓口の設置 ワンストップの 支援を申し出た際

多機関協働の仕組

みづくり

インフォーマルな関係も含めた

地域とつながりをもてるような社会福

祉協議会や生活困窮に関する部署、高齢

福祉に関する部署等

支援内容 どのような いつ

広報・情報提供

（当事者、家族）

薬物依存についての相談や回復支援プ

ログラム等が受講できる関係機関

都や市が実施する公的な薬物依存につ

いての相談・支援機関

啓発

（地域住民）

ダルク等の自助グループや民間の回復

支援施設等の民間支援団体への

依存症又はしへき対策

職員研修 依存症について理解を深める

支援

（自助グループ）

活動費用

活動場所

住居・居場所の確保

（住所不定・福祉的

支援が必要な・独居

の出所（院）者・）

住居 出所（院）の際から住

居の確保まで

緊急ショートステイなどによる施設入

所、簡易宿泊所以外の居場所

出所（院）の際から福

祉サービス利用開始

まで

地域で支える場 出所（院）～

福祉サービス等利

用支援

生活保護、介護認定、成年後見等の手続
出所（院）の際

サポート体制の構

築

金銭管理をする支援者、家族をサポート

する支援者、借金の対応をする支援者な

ど、切れ目のない
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（５）障がい者の再犯防止のために市に支援して欲しいこと

（６）地域生活に円滑に移行するために市に支援して欲しいこと

依存症等の出所（院）者と支援機関とつ

なぐ

退院等で地域に戻る

とき

多機関協働の仕組

みづくり

支援施設や医療機関へと円滑につなぐ

東京都（保健所）との地域支援ネットワ

ーク

支援内容 どのような いつ

広報・情報提供

（矯正施設）

市で実施している農福連携事業

啓発

（地域住民）

障がいある人への理解や犯罪をした人

の立ち直りに向けた

職員研修
障がいのある出所（院）者について理解

を深める

支援

障害があると思われるものの障がいと

診断されていない等制度のはざまにあ

る人への
出所（院）の際

行政専門部署によるアウトリーチによ

る

定期的な訪問や状況確認

市 CW による面会する 在所（院）中

復学・就学支援

保護者、付添人、家庭裁判所等が行ってい

る少年鑑別所在所者の復学、就学にかかる

支援調整への協力

出所（院）の際

支援

（家族）

相談・家事

家族会の紹介

多機関連携の仕組

みづくり

生活保護担当者以外に保健師、障害者福

祉担当など複数の分野による

出所（院）の際
行政だけでなくインフォーマルな関係

も含めた

保護司や支援事業体が密接で有機的な

結びつきができる

矯正施設での支援者会議への参加など

在所（院）中帰住先を所管する関係者によるケース

会議
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（７）連携・調整がとれず、社会復帰が困難となった事例

No. 取組 団体数

（N=15）

１ 在所中の生活保護申請手続 ９

２ 出所後必要となる各種手続きへの所管部署が連携した円滑な対応 10

３ 社会復帰支援に係る在所中のケース会議等の実施 ８

４ 出所者・出院者を個別に支援する事業の実施 10

５ 各種支援・相談窓口の提示 ７

６ その他 ４

No. 事例
円滑な社会復帰に向けたポイント・事

例の問題点

１

本人の帰住希望地（住所地）や市区

町村から帰住そのものについて拒否

された事例

刑事司法機関、自治体及び関係機関等

の各担当者が課題をどれだけ理解・共

有し、（支援できない理由ではなく）何

を支援できるかを共に考えていける

か

２

本人が窓口に来ていないと相談がス

タートできない事例

刑事司法機関、自治体及び関係機関

等の各担当者が課題をどれだけ理

解・共有し、（支援できない理由では

なく）何を支援できるかを共に考え

ていけるか

３

在院者のうち 18 歳未満の少年につい

ては、児童福祉との調整が必要とな

るが、過去に児童相談所に係属して

いた者であっても、矯正施設に入所

すると、児童相談所との調整が難し

くなる事例

出院後の地域社会における切れ目の

ない支援を継続させるために、在院中

における児童相談所や市区町村担当

部署との連絡調整、ケース会議、各種

手続が円滑に進められるよう協力す

る。

４

矯正施設入所前の市区町村と異なる

地域の市区町村に帰住する事例

児童相談所や市区町村担当者間の引

継ぎ及び調整が円滑に行われる体制

を整備する。

５

支援介入に消極的な事例（多数）。対

象者との関係が構築できていないこ

とを理由に特に保健師が初めて対峙

する事例を受け付けない事例

関係構築を優先するあまり、支援機会

の損失や再犯に発展するという可能

性がある。

６ 飲酒している場合に、対応できない 精神疾患や依存症の病気である場合
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（８）犯罪・再犯に至る原因として特徴的・代表的ケース

として保健師や地域包括支援センタ

ーが支援を打ち切った事例

は、本人が SOS 発信をする可能性が低

い。どのような手段をとれば必要な治

療につなげることができるかかとい

う姿勢で関わり続けて欲しい。

７

市の担当者が放置し、20 年に及ぶ家

庭内暴力が続き、親に怪我をさせた

事例

精神疾患や依存症の病気である場合

は、本人が SOS 発信をする可能性が低

い。どのような手段をとれば必要な治

療につなげることができるかという

姿勢で関わり続けて欲しい。

No. 罪名
犯罪・再犯に至る原因として

特徴的・代表的なケース

円滑な社会復帰に向けたポイ

ント・事例の問題点

１ 窃盗罪

出所と同時に生活保護を受給

し、住居も確保されていて

も、生活保護費から住居費や

食費等が差し引かれると手元

に残る金額が少なくになり、

通常は、その金額でやりくり

をして生活すべきところ、手

元に残る金が少ないことへの

不満を抱いて、あてもなく住

居を出奔し、窃盗の再犯に至

る、又は手元の金を減らした

くないという気持ちから、若

しくは手元の金を飲酒等で見

通し無く使ってしまったあげ

ぐスーパー等で万引きをする

といった事案

再犯事例を見ると、彼らにと

って窃盗以外の問題解決の選

択肢がなく、かつ、窃盗への心

理的ハードルが非常に低いこ

とが見て取れます。

２ 覚醒剤所持罪

出所後、たまたま、かつての

薬物仲間に出会ってしまい、

薬物を勧められた。その場で

は断ったが、1回分をもらっ

てしまったために、後日使っ

てしまった事例

・彼らの交友関係が覚醒剤乱

用者などの犯罪性の高い者に

偏っていること。

・薬物仲間との遭遇などを、

「偶然の出来事」、「不運な出

来事」としかとらえられず、

自らの意思で再使用したこと
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（９）非行・再非行に至る原因として特徴的・代表的ケース

への問題意識が深まりにくい

こと。

３ 共通事項

・被虐待歴・ＤＶ・知的障が

い・他罰的傾向・対人不全・

自分だけが損しているという

被害感・視野狭窄・自分本位

４ 窃盗罪

・摂食障害・社会的孤立・認

知症・生活困窮・家族関係の

中のストレス解消（親や夫へ

の仕返し、嫁姑問題など）

５
覚醒剤取締法

違反

愛着障害・自己肯定感の低

さ・問題からの逃避

No. 罪名
非行・再飛行に至る原因とし

て特徴的・代表的なケース

円滑な社会復帰に向けたポイ

ント・事例の問題点

１

【特徴的な原因】

交友関係、反社会的行動パタ

ーン、反社会的認知、薬物依

存、虐待やいじめ等の被害体

験、家族の機能不全（家族の精

神障害、困窮、DV等）、孤立（い

じめ、怠学、高校中退、不就労、

家出等）"

２

学校で個別的配慮が必要な児

童が不登校になると、その後

ケアされず放置されがちであ

ることを始め、教育現場が障

がいや疾病の知識が不十分な

ことから個別的な配慮が必要

な児童を発見できないケース

・個人の資質や成育歴も無関

係ではないが、何より、障がい

や疾病に係る必要な支援を受

けられずに問題が大きくなっ

たことが非行として表出した

と考える。

・教員で全て解決はできない

ので、スクールソーシャルワ

ーカーの常勤化など積極的な

活用が望まれる。

非行、再非行に至る原因は一

概に言えないが、学校への不
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（10）支援拒否理由、傾向、課題

適応や中途退学、就労を継続

できないことは、非行の類型

にかかわらず多く見られる特

徴

支援拒否理由 傾向 課題

ž支援は不要だという誤認

ž市役所等へ相談に行った

が、支援を受けられなか

った経験

ž自由を制約されたくない

という願望

ž受刑したという経歴を知

られたくないという希望

ž本人や保護者が障がいを

受容できない。

ž申請を拒否されて不信感

がある。

ž個人の資産状況を把握さ

れたくない等

ž疎遠な親族に同意の連絡

を取られたくない、状況

を知らされたくない。

病識や障がい受容ができ

ていない者

病気や障害を認識してい

ても、干渉されたくない者

又は支援が必要だと感じ

ていない者

他人の世話になりたくな

い、恥ずかしいという主張

プライドが高く、頑固で見

栄っ張りだという性格

本人が医療又は福祉的支

援の必要性を感じていな

い。

手帳を取得することに抵

抗がある。

知人、友人に頼る。

通院の中断

対人関係が非常に不得手

で、担当医から検査入院を

勧められているが拒否す

るような者

不安定な対人関係

少年及びその保護者等が、

自身が医療又は福祉的支

援の対象になることに対

して抵抗感を抱いている。

ž地域の自治体に支援を求

めること自体を障がい者

としてのラベリングにな

ž保護者の抵抗感が強く、

保護者の同意を得ること

に苦慮するケースもあ

る。

ž医療又は福祉的支援に対

する正しい知識を付与す

る機会を設けることが肝

要である。

ž自分や家族の判断で通院

や服薬を中断されてしま

う。

ž不信感を持つと、「二度と

行かない。」と決意してい

る場合があり、説得に応

じない。

ž行政側に強制力がないの

で放置されてしまう。

ž障がい特性、疾病による

ものゆえの拒否というこ

とも踏まえて関与（働き

かけ）自体は試みて欲し

い。
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（11）再犯防止・社会復帰支援のための取組

（12）１～11 以外で再犯防止施策を推進する上で、市に要望すること

ると捉える保護者

No. 取組 団体数

（N=15）

１ 市区町村による再犯防止のための独自事業の実施 ７

２ 地域住民向けシンポジウム・フォーラムの開催 ７

３ 各機関関係職員によるケース会議 ８

４ 定期・不定期の協議会 ８

５ 施設見学・説明会 ８

６ その他 ９

要望内容 どのような いつ

広報・情報提供

（保護者も含む）

東京都、市区町村や民間支援団体等の各

種相談窓口

広報・情報提供

（地域住民）

刑事司法機関と連携した

研修等

（市職員）

保護観察対象者に対する偏見や陰性感

情を解消する

支援

相談窓口に行かない人、行けない人、行

きたくない人、知らない人、制度の枠組

みに入れないものの支援が必要な人た

ちへの伴走

地域づくり

さまざまな困りごとを持っている人々

（ex.ひきこもり、ゴミ屋敷等々）が孤立す

ることのない

保護司会活動支援
更生保護サポートセンター1のサテライト

設置

1更生保護サポートセンターとは、保護司・保護司会が、地域の関係機関・団体と連携しな

がら、地域で更生保護活動をするための拠点。


